


第１５回青梅市選挙管理委員会日程  
 

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日  
午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分  
市 役 所 ６ 階  
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 室  

 

１ あいさつ 川鍋委員長 

 

２ 報告事項 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査における

期日前・不在者投票状況について 

 

３ 議  事 議案第２８号 選挙人名簿登録者の抹消決定について 

 

 

４ そ の 他 (1) 今後の行事予定について 

(2) 次回委員会の開催日程について 

日 時 令和６年１１月  日（  ）   時 

会 場 市役所  階 

議 題  

(3) その他 











 

〈議案第２８号資料〉 

 

○ 公職選挙法 
 

（表示及び訂正等） 

第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二

百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町

村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなけ

ればならない。 

２ 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第二項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時

に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。 

３（省略） 

 

（登録の抹消） 

第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の

場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。こ

の場合において、第三号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。 

一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

二 前条第一項及び第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月

を経過するに至つたとき。 

三 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 



今後の行事予定 

 

（１）都市選連関係 

 １１月 ７日 
都 市 選 連 

局 長 会 東 京 自 治 会 館 15:00 局長 

 １１月１３日 
都 市 選 連 

委 員 長 会 東 京 自 治 会 館 11:00 委員長、局長 

 
（２）都市選連第１ブロック関係 

 １１月１２日 
都 市 選 連 １ Ｂ 

委 員 ・ 局 長 研 修 会 あ き る 野 ル ピ ア 14:00 委員長、委員、局長 

 

（３）明るい選挙推進関係 

 １１月１５日 
東 京 都 

明 る い 選 挙 推 進 大 会  文京シビックホール 13:30 
会長、役員、局長、

加藤 

 １１月２７日 
都 市 推 協 

研 修 会  東 京 自 治 会 館 14:00 
会長、役員、局長、

加藤 

 

 


